
手続きの流れ（八千代町太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例）

地　元　関　係　者 事　業　者 八　千　代　町

・太陽光発電設備設置の計画

⇩

・事前協議書の提出
・審査、現地確認

・事業者への助言・指導等

⇩ ・事前協議終了通知の送付

・事業者による説明会　 ・地元関係者への説明会の開催

・同意の取得

⇩

・実施協議書の提出

（工事着手の60日前まで）

（審議会用資料20部提出）

・協議内容の審査

・環境審議会の開催

・実施協議終了通知の送付

⇩

・工事着手届出書の提出

⇩

・設置完了届出書の提出 ・現地確認

・維持管理、保守

（必要に応じ）

・立入検査

・助言、指導、勧告

（随時）

・発電事業変更届出書

（事業終了時）

・発電事業廃止届出書

⇩

・撤去完了届出書 ・現地確認

発電出力50kw以上、または50kw未満でも設置抑制区域において設置する場合は条例に基

づく届出が必要です。


